八幡ロータリー賞基金運用規程


（趣旨）
第1条 この規程は、八幡ロータリー賞基金の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

（資金の原資）
第2条 基金の原資は次の収入をもってあてる。
1 創立３０周年拠出金２００万円。
2 新会員の拠出金入会時２万円。
→２０１７年より停止中
3 寄付金
4 その他


（資金の目標額）
第３条　基金の積立目標額は５００万円とする。

（記念品料）
第４条　表彰者に贈呈する記念品料は概ね１会計年度１０万円の範囲とし、その額はクラブ理事会で決定する。



（管理）
第５条　基金は銀行貯金または確実有利な貯金とし、会長の指示によりクラブ会計が管理する。

（会計年度）
第６条　基金の会計年度は毎年７月１日に始まり、翌年６月３０日に終わる。

（決算）
第７条　①クラブ会計は毎会計年度の収入、支出決算書を会計年度終了後、すみやかに会長に提出しなければならない。
　　　　②会長は収入、支出決算書をクラブ活動報告書で公表するものとする。

（委任）
第８条　この規程の施行について必要な事項は別に定めることができる。

付則　　制定　昭和６１年１月７日の定例理事・役員会
　　　　施行　昭和６１年１月１日
　　　　改正　平成３年２月５日の定例理事会において、基金の設立目標額を５００万円に改正。
　　　　改正　平成２３年１１月８日の定例理事・役員会にて、次を改正。
1 第２条旧②の毎会計年度５０万円以上の積立目標を削除。
2 第４条の表彰審査委員会をクラブ理事会に変更のため該当条文を改正。


八幡ロータリー賞基金運用規程（改定案）


（趣旨）
第１条　この規程は、八幡ロータリー賞基金の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

（基金）
第２条　基金は次の収入をもってあてる。
1 創立３０周年拠出金２００万円。
2 ニコニコボックス会計より、記念品料を八幡ロータリー賞会計に繰り入れる。
3 寄付金
4 その他



→　第３条（資金の目標額）は削除

（記念品料）
第３条　表彰者に贈呈する記念品料は１団体または個人１０万円の範囲とし、その額はクラブ理事会で決定する。また１会計年度の表彰は原則として１つとするが、会長判断で複数表彰も妨げない。

（管理）
第４条　基金はクラブの一般会計とは別にし、会長の指示によりクラブ会計が管理する。

（会計年度）
第５条　基金の会計年度は毎年７月１日に始まり、翌年６月３０日に終わる。

（決算）
第６条　①クラブ会計は毎会計年度の収入、支出決算書を会計年度終了後、すみやかに会長に提出しなければならない。
　　　　②会長は収入、支出決算書をクラブ活動報告書で公表するものとする。

（委任）
第７条　この規程の施行について必要な事項は別に定めることができる。

付則　　制定　昭和６１年１月７日の定例理事・役員会
　　　　施行　昭和６１年１月１日
　　　　改正　平成３年２月５日の定例理事会において、基金の設立目標額を５００万円に改正。
　　　　改正　平成２３年１１月８日の定例理事・役員会にて、次を改正。
1 第２条旧②の毎会計年度５０万円以上の積立目標を削除。
2 第４条の表彰審査委員会をクラブ理事会に変更のため該当条文を改正。


